
 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

スマートフォンで市税等の納付が可能になります！ 
 

社会全体でキャッシュレス化が進む中、市税等の納付方法の選択肢を増やし、

納付される方の利便性の向上を図るため、スマートフォンの決済アプリを利用

して、市税及び水道料金・下水道使用料が納付できるようになります。 
 

記 
 

１ 納付可能な市税等 

市・県民税（普通徴収分） 

固定資産税・都市計画税 

軽自動車税（種別割） 

国民健康保険税（普通徴収分） 

水道料金・下水道使用料 

※水道料金・下水道使用料は、龍野地域、新宮地域（光都を除く）、 

揖保川地域（半田・片島の一部）にお住まいの方が対象です。 
 

２ 納付可能な決済アプリ 

アプリ 名  称 支払方式 支払可能上限額 

 ラ イ ン  ペ イ 

ＬＩＮＥ Ｐａｙ チャージ方式 
市税  300,000円 

上下水道 49,999円 

 
ペ イ  ペ イ 

ＰａｙＰａｙ チャージ方式 300,000円 

 らくてんぎんこう 

楽天銀行 
リアルタイム口座振替 300,000円 

 
エーユー ペ イ 

ａｕ ＰＡＹ チャージ方式 250,000円 

 ペ イ ビー 

ＰａｙＢ リアルタイム口座振替 300,000円 

 ぎんこう ペ イ 

銀行Ｐａｙ リアルタイム口座振替 300,000円 

※支払可能上限額は、納付書 1枚当たりの金額となります。 
 

３ 決済アプリでの納付方法 

スマートフォン又はタブレット端末にインストールされた決済アプリか

ら、市税等の納付書に印字されたバーコードを読み込み、金額等を確認し、

決済すれば納付完了です。 
 

４ 住宅使用料等のコンビニ収納追加 

本システムの改修に合わせて、市営住宅使用料及び駐車場使用料についても、

収納率向上を図るため、24時間支払いが可能なコンビニ収納を追加しました。 
 

５ 利用開始日 令和２年１０月 1日(木) 
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